
議案の概要と審議結果　（賛成・・・○、反対・・・×） 
会派略称

○平成２５年第１回定例会　(２月１９日～３月２２日）

自民 公明 共産 民無ク 主権 社会 花マル 議決結果

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

)

件 ○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

件

）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

件

) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

補正予算額：△2億9,252万4千円、補正後予算額：1,359億1,154万4千円
補正の理由：退職手当の減額、国民健康保険特別会計繰出金の減を計上

補正予算額：△5,098万4千円、補正後予算額：354億4,830万3千円
補正の理由：後期高齢者支援金等の減額、後期高齢者関係事務費拠出金の増 等を計上

「地方自治法」の改正に伴い、所要の改正を行う。
　⑴ 題名及び本則中の「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
　⑵ 政務活動費を充てることができる経費の範囲を定める。

新宿区職員定数条例の一部を改正する条例

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき、緊急事態宣言発令時に区長が設置する新宿区新型イ
ンフルエンザ等対策本部に関し、本部長の職務等必要な事項を定める。

新宿区新型インフルエンザ等対策本部条例

新宿区職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

新宿区政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

職員の定数を改める。　2,761人→2,752人

新宿区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

公　明＝新宿区議会公明党
民無ク＝民主･無所属クラブ
社　会＝社会新宿区議会議員団

議　案　名

平成25年度新宿区一般会計予算

平成24年度新宿区後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

平成24年度新宿区介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成25年度新宿区国民健康保険特別会計予算

平成25年度新宿区介護保険特別会計予算

区
長
提
出
議
案
 

（

自　民＝自由民主党新宿区議会議員団
共　産＝日本共産党新宿区議会議員団
主　権＝区民主権の会
花マル＝新宿区議会花マルクラブ

概　　要

予算額：1,362億 406万8千円

補正予算額：△8,580万5千円、補正後予算額：62億2,121万6千円
補正の理由：療養給付費納付金確定に伴う実績減 等を計上

補正予算額：46万3千円、補正後予算額：212億3,588万4千円
補正の理由：基金利子の積立金を計上

平成25年度新宿区後期高齢者医療特別会計予算 予算額：     63億1,675万2千円

平成24年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
補正予算額：△1億1,044万2千円、補正後予算額：354億7,787万3千円
補正の理由：一般被保険者療養給付費等の実績減、後期高齢者支援金確定に伴う増 等を計上

平成25年度新宿区一般会計補正予算（第1号）

予算額：   354億9,928万7千円

予算額：   220億6,068万8千円

平成24年度新宿区一般会計補正予算（第7号）
補正予算額：△33億7,079万5千円、補正後予算額：1,357億3,753万2千円
補正の理由：執行実績減、基金利子等の積立金 等を計上

平成25年度新宿区国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

予
算

（

分限及び懲戒の処分について、その旨を記載した書面の交付を受けるべき職員が所在不明の場合の手続の
特例を定める。

条
例
の
制
定
・
改
正

（

平成25年度新宿区一般会計補正予算（第2号）
補正予算額：2,641万6千円、補正後予算額：1,359億3,796万円
補正の理由：成人を対象とした風しんの予防接種費用の助成を計上

職務の級による旅費の支給区分・支度料の廃止、日当の減額、近接地の地域の拡大を行う。旅費及び費用
弁償に関する所要の見直しを行い、規定を整備する。

新宿区職員の分限に関する条例及び新宿区職員の懲戒に関する条例の一
部を改正する条例

新宿区情報公開条例の一部を改正する条例
区が保有する情報の一層の公開を図り、区政の透明性を向上させるため、公文書の公開を請求できるものの
範囲を「区民等」から「何人」へと拡大する。

新宿区災害対策推進条例

1 災害対策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、災害に強いまちづくりに資するとともに、区民等の
生命・身体・財産を保護するため、災害対策に関する基本方針、区・区の職員・区民・事業者の責務、予防対
策、応急対策、帰宅困難者対策、復興対策 等を定める。
2 「新宿区民の安全・安心の推進に関する条例」に、地域防災計画に基づく施策の推進に加え、「新宿区災
害対策推進条例」に基づく施策の推進により区民の安全の確保を図る旨を規定する。

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等
に関する政令」の改正に伴い、規定を整備する。
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自民 公明 共産 民無ク 主権 社会 花マル 議決結果議　案　名 概　　要

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

特例措置対象者年齢 … 子宮がん検診（子宮頸部細胞診）：20歳、25歳、30歳、35歳、40歳

（平成25年3月末現在） 乳がん・大腸がん検診：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

「介護保険法」の改正に伴い、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員・設備・運営・介護予防のた
めの効果的な支援方法に関する基準を定める。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずる
ための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関
する条例

新宿区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例
「高齢者在宅サービスセンター」の利用時間を変更する。
変更前：午前9時～午後5時　→　変更後：午前8時45分～午後5時30分

新宿区介護保険条例の一部を改正する条例 「介護保険法」の改正に伴い、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員等を定める。

新宿区住民基本台帳制度の適正な運用に関する条例の一部を改正する条
例

新宿区立生涯学習館条例の一部を改正する条例 「三栄町生涯学習館」を廃止する。（施行日：平成26年2月1日）

新宿区夏目漱石記念施設整備基金条例
夏目漱石終焉の地において復元される夏目漱石の旧居や資料の展示等を行う施設の整備資金に充てるた
め、新宿区夏目漱石記念施設整備基金を設置する。

「障害者自立支援法」、同施行令の題名が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法
律」、同施行令と改められることに伴い、これらの法令を引用している条例について、引用法令名を改める。

新宿区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準を定める条例

配偶者からの暴力等の被害者に対する住民票の写しの交付の請求等に係る保護措置の対象者に、児童虐
待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者等を加える。

○ ○ ○

新宿区立図書館条例の一部を改正する条例 「中央図書館」と「こども図書館」の位置を変更する。 変更前:下落合1-9-8 → 変更後:大久保3-1-1

○

新宿区移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を
定める条例

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正に伴い、公園における移動等の円滑化
のために必要な園路・広場・便所等の特定公園施設の設置に関する基準を定める。

新宿区自転車等の適正利用の推進及び自転車等駐輪場の整備に関する
条例の一部を改正する条例

○ 可決
新宿区保健事業の利用に係る使用料等を定める条例の一部を改正する条
例

○ ○ ○ ○ ○ ○

可決

新宿区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
民間との較差を是正するとともに、在職期間中の職務と職責に応じた貢献度をより一層反映できるよう、退職
手当の基本額と調整額について所要の見直しを行う。

新宿区国民健康保険条例の一部を改正する条例
一般被保険者の基礎賦課額・後期高齢者支援金等賦課額・介護納付金賦課額の保険料率等を改定する。
保険料の所得割額の算定の特例を定める。「国民健康保険法施行令」の改正等に伴い、所要の改正を行う。

○ ○○
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正に伴い、移動等の円滑化が特に必要と
される道路として国土交通大臣により指定された区道の構造に関して、案内標識の設置等の基準を定める。

新宿区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準を定める条例

「介護保険法」の改正に伴い、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め
る。

新宿区移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条
例

女性特有のがん検診と大腸がん検診に係る保健事業の利用の促進を図るため、対象者の使用料等を無料と
する時限的な特例措置を平成25年度においても継続する。

新宿区道路占用料等徴収に関する条例の一部を改正する条例 道路の占用料の額を改定する。「道路法施行令」の改正に伴い、規定を整備する。

新宿区特定公共物管理条例の一部を改正する条例 特定公共物の占用料等の額を改定する。「道路法施行令」の改正に伴い、規定を整備する。

新宿区道路の構造の技術的基準等を定める条例 「道路法」の改正に伴い、区道の構造の技術的基準と道路標識の寸法を定める。

「道路法施行令」の改正に伴い、規定を整備する。

新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例
1 「公営住宅法」の改正に伴い、区営住宅等の整備基準や区営住宅の使用資格に係る収入基準等を定め
る。
2 債務保証をより確実なものとするため、使用許可の処分を行う前に連帯保証人に係る審査を行う。

新宿区立公園条例の一部を改正する条例
「都市公園法」の改正に伴い、公園と公園施設の設置に関する基準を定める。公園の占用料等の上限額を改
定する。

新宿区立妙正寺川公園条例の一部を改正する条例 妙正寺川公園の占用料の額を改定する。

2／4



自民 公明 共産 民無ク 主権 社会 花マル 議決結果議　案　名 概　　要

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

件

）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

× × ○ × × ○ ○ 否決

× × ○ × × ○ ○ 否決

× × ○ × × ○ ○ 否決

× × ○ × × ○ 棄権 否決

決
議

○ ○ × ○ ○ × ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

起点：新宿三丁目95番3地先、　　　　　　 　終点：西新宿一丁目2番55地先

公の施設の指定管理者の指定について

東京は、２０２０年開催の第３２回オリンピック競技大会及び第１６回パラリンピック競技大会の開催をめざして
いる。
昨年夏のロンドン大会の中で発揮された選手の闘志とひた向きさ、それを支えるチームの絆は、私たちに感
動と勇気を与えてくれ、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会に対する思いは、より強いものとなっ
た。
また、オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会を東京で開催することは、日本経済の回復につながる
とともに、次世代へ夢と希望と勇気を与えることができる。
よって、新宿区議会は、地元である国立競技場がメインスタジアムとして予定されている新宿区民を代表して、
第３２回オリンピック競技大会及び第１６回パラリンピック競技大会の東京での開催を要望します。

特別区道の路線の認定について

特別区道の路線の認定について

特別区道の路線の認定について

起点：高田馬場一丁目173番43地先、　　　終点：高田馬場一丁目159番地先

起点：西早稲田三丁目28番8地先、　　 　　終点：西早稲田三丁目31番4地先

特別区道の路線の認定について 起点：新宿三丁目1000番1地先、　　　　　　終点：新宿三丁目95番6地先

特別区道の路線の認定について

土地所有権確認等調停事件に係る調停の成立について 土地所有権確認等調停事件について、調停を成立させる。

特別区道の路線の認定について

起点：西早稲田三丁目225番24地先、　　　終点：西早稲田三丁目223番23地先

（仮）新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設工事請負契約 （仮称）新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設工事施行のため、請負契約を締結する。

（仮）新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設電気設備工事請負
契約

（仮称）新宿区新宿保健センター・新宿区医師会館等建設電気設備工事施行のため、請負契約を締結する。

起点：新宿三丁目1000番1地先、　　　　　　終点：新宿三丁目904番8地先

起点：新宿四丁目58番1地先、　　　　　　　 終点：新宿四丁目39番1地先

特別区道の路線の認定について

条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止

新宿区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例
精神障害者の福祉の増進及び経済的支援を図るため、題名を「新宿区障害者福祉手当条例」に改めて「障
害者福祉手当」を支給することとし、障害者の定義に「精神障害者」を加える。

新宿区保健事業の利用に係る使用料等を定める条例を廃止する条例 区民の検診受診の促進を図るため、保健事業の利用に係る使用料等を無料にする。

新宿区要支援者に対する家事援助の実施に関する条例
家事等が困難で日常生活を営むのに支障がある要支援の高齢者が、地域の中で安心して自立した生活が
できるように、家事援助を実施する。

新宿区要介護者に対する生活援助・外出介助サービスの提供に関する条
例

介護保険受給者のうち、地域での自立した生活を営むことが困難な者や通院・外出が困難な要介護者に対し
て、在宅での自立した生活と社会参加の促進を図るため、生活援助・外出介助サービスを提供する。

第３２回オリンピック競技大会及び第１６回パラリンピック競技大会の東京招
致に関する決議

議
員
提
出
議
案

（
8
件

）

婚姻歴のない母子家庭の母についても税法上の「寡婦」とみなし控除を適
用するように求める意見書

子どもを扶養している婚姻歴のない母子家庭の母には、所得税法の定める「寡婦控除」は適用されない。税
法上の「寡婦」とは、過去に法律婚をしたことのあるものと定義されているからである。これによって算定された
所得が、所得税、住民税、公営住宅入居資格及びその賃料、保育料等の算定のための基準とされる結果、
同じ母子家庭でありながら婚姻歴のない母子家庭の母は、婚姻歴のある母子家庭と比較して課税所得が高く
設定されてしまう。そのため、婚姻歴のない母は、母子世帯の中でも特に所得水準が低い傾向にあるにもか
かわらず、さらに大きな不利益を受けている。
よって、国及び政府に対して、税法の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴の有無、男女に関わらず、税法上の
「寡婦」として控除を適用するよう求めます。

そ
の
他

（

指定管理者を指定する。三栄町生涯学習館（本塩町2）…公益財団法人新宿未来創造財団
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意
見
書

（
3
件

）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決新宿区議会委員会条例の一部を改正する条例
1 「地方自治法」の改正に伴い、委員の選任など委員会に関し必要な事項を定める。
2 常任委員会の名称及び所管を変更する。

軽度外傷性脳損傷者に関わる労災認定基準の改正と教育機関への啓発・
周知を求める意見書

「軽度外傷性脳損傷」（略称ＭＴＢＩ）は、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に
衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維「軸策」と呼ばれるケーブルが断裂するなどして発症する病気
である。
　２００７年、世界保健機構（ＷＨＯ）の報告によれば、年間１，０００万人の患者が発生していると推測されてお
り、その対策が求められている。
　ＷＨＯの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去２０年間だけでも数十万人の患者がいると考えら
れているが、この病気は、ＭＲＩ などの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象
にならないケースが多く、働けない場合には、経済的に追い込まれるケースも多々あるのが現状である。
　特に、通学路での交通事故やスポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちがＭＴＢＩを発症する可能性も
高くなっている。
　よって、政府に対して、これらの現状を踏まえ、以下の点について適切な措置を講じられるよう強く求めま
す。
１ 軽度外傷性脳損傷のため働けない場合、労災の障害（補償）年金が支給できるよう、労災認定基準を改正
すること。
2　労災認定基準の改正にあたっては、不正を防止するため、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法とし
て、他覚的・体系的な神経学的検査方法を導入すること。
3　教育機関への啓発・周知を図ること。

委
員
会

提
出
議
案

議
員
提
出
議
案

（
8
件

）

「核兵器禁止条約」の早期実現に向けた取組みの推進に関する意見書

先般、北朝鮮が核実験を行い、国会をはじめ全国の自治体や議会も抗議の声をあげた。新宿区は、平和都
市宣言を行っており、新宿区議会も抗議文を北朝鮮政府に送った。核兵器廃絶は、世界の人々の願いであ
る。
昨年１２月の国連総会本会議では、一昨年と同様過去最多の９９か国の共同提案国を代表して日本政府の
提出した核軍縮決議案「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」が、圧倒的賛成多数で採択された。この
核兵器の全面的廃絶に向けた有効な手段の一つが、核兵器の製造、保有、使用等を全面的に禁止する「核
兵器禁止条約」である。国際社会では、核兵器使用の非人道性に焦点を当て、「核兵器を非合法化」しようと
する動きが加速しつつある。
新宿区長も参加する平和市長会議（現在世界の１５６か国・地域から５，５２４の都市が加盟。うち、日本国内の
加盟都市は全市区町村の７３．０％）は、第２回平和市長会議国内加盟都市会議として、去る２月１日、日本政
府に対し「核兵器禁止条約」の早期実現に向けた取組みの推進について、要請書を提出した。
政府に対し、唯一の被爆国として、核兵器の非合法化を目指し取り組んでいる国々と連携を図り、「核兵器の
ない世界」の実現に向けた国際的機運を、さらに高めるとともに、「核兵器禁止条約」の早期実現に向け、具
体的交渉開始のリーダーシップをとるよう要請します。

新宿区議会会議規則の一部を改正する規則 「地方自治法」の改正に伴い、規定を整備する。
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